
放課後児童支援員の資格要件について

○意見募集期間 令和2年8月18日（火）～9月17日（木）
○意見提出者 2人（団体を含む）
○出された意見（詳細は資料２－２を参照）
・支援員に対する処遇の改善を求めたい。
・研修を受講するための賃金や休暇の補償、研修を受講しやすい環境の整備をしてもらいたい。
・放課後児童クラブの運営委託事業者に対する監査体制を確立して欲しい。

パブリック・コメントの実施結果について

資料２－１

今後の方針（案）について
○上記パブリック・コメントで寄せられた意見を踏まえつつ、放課後児童支援員の資格要件を見直す。
○本市が放課後児童支援員認定資格研修を実施することについて、引き続き検討する。

○12月に条例改正案を市議会に提出し、公布の日からの施行を予定している。
今後のスケジュール


